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 交流及び共同学習は、平成 16年６月に改正された障害者基本法において、「国及び地方公

共団体は、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒の交流及び共同学習を積極的に進め、

相互理解を促進する」ことが規定されました。 

 当該改正等を踏まえ、平成 20 年３月に公示された幼稚園教育要領、小学校、中学校、高

等学校学習指導要領、平成 21 年３月に公示された特別支援学校学習指導要領等において、

障害のある幼児児童生徒（以下、生徒等という。）と障害のない生徒等の交流及び共同学習の

実施が位置付けられました。 

 また、平成 24年７月に中央教育審議会初等中等教育分科会において取りまとめられた「共

生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進（報告）」

では、共生社会の形成に向けて、交流及び共同学習を一層推進していくことが重要であると

指摘されました。 

 さらに、グローバル化など社会の急激な変化の中で、多様な人々が共に生きる社会の実現

を目指し、一人一人が多様性を尊重し、共同して生活していくことができるように、学校の

教育活動全体で障害者理解や各教科等の見方・考え方と関連付けた交流及び共同学習の一層

の推進を図る必要があることから、平成 29・30 年に改訂された幼稚園教育要領、小学校、

中学校、高等学校学習指導要領、特別支援学校学習指導要領には、「障害のある幼児児童生徒

と（障害のない幼児児童生徒と）の交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら

協働して生活していく態度を育むようにすること（努めるものとする）」と示され、これまで

より一層、取組を進めることが求められています。 

 広島県教育委員会では、令和２年に「広島県特別支援教育ビジョン」を改訂しました。こ

のビジョンでは、インクルーシブ教育システムの構築に向け、通常の学級、通級による指導、

特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意するととも

に、それぞれの学びの場を充実させていくことを目指しています。 

 この度、交流及び共同学習の支援体制の整備の充実を図るために、県立特別支援学校で行

われている交流及び共同学習の実践事例集を作成しました。県立特別支援学校と幼稚園・保

育所・認定こども園、小学校、中学校、高等学校等とがこれまで取り組んできた、交流及び

共同学習の事例を紹介しています。本事例集によって、関係の皆様が交流及び共同学習への

理解をさらに深め、その推進が図られることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 はじめに 



 

 

 

 

 

意義 

我が国は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合える共生社会の実現を

目指しています。 

 交流及び共同学習は、障害のある生徒等においても、障害のない生徒等においても、経験を深め、

社会性を養い、豊かな人間性を育むとともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会となります。 

また、このような交流及び共同学習は、学校卒業後においても、 

・ 障害のある生徒等にとっては、 

様々な人々と共に助け合い支え合って生きていく力となり、積極的な社会参加につながります。 

・ 障害のない生徒等にとっては、 

障害のある人に自然に言葉をかけて手助けをしたり、障害のある人に対する支援を行う場に積

極的に参加したりする行動や、人々の多様な在り方を理解し、障害のある人と共に支え合う意識の

醸成につながります。 

さらに、生徒等の成長を通じてその保護者の意識の向上も促すなど、社会における「心のバリア

フリー」の実現に資するものになります。 

 

目的 

交流及び共同学習は、交流の側面と、共同学習の側面があり、この二つの側面を分かちがたいも

のとして捉え、推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

指導の工夫 

遠隔・オンライン教育を含むICTを活用した学びの促進 

 

現在、GIGAスクール構想により学校のＩＣＴ環境が急速に整備されています。交流及び共同学習

に関しても、ICTを利用して空間的・時間的制約を緩和することによって、交流及び共同学習のさら

なる充実を図ることが可能となります。 

例えば、遠く離れた学校同士でも、実際に移動することなく、オンラインで授業を行ったり、病気や

障害等により、病院・施設からの外出が難しい生徒等の参加の機会を増やしたりするなど、今までで

きなかった学習活動が可能となることが考えられます。 

 

交流の側面 
 

相互の触れ合いを通じて 

豊かな人間性を育む 

交流及び共同学習とは 

共同学習の側面 
 

教科等のねらいの達成 

 

 

  

 

1



 

 

展開 

 

小・中学校等で交流及び共同学習を実際に推進していく際のおおよその手順を説明します。それ

ぞれの項目において、取組に当たって、特に留意する内容になります。 

 

１ 関係者の共通理解 
 

・ 学校、生徒等、保護者等の関係者が、交流及び共同学習の意義やねらい等について、十分に理解

する。 

 

２ 体制の構築 
 

・ 校長のリーダーシップの下、学校全体で組織的に取り組む体制を整える。 

 

３ 指導計画の作成 
 

・ 交流及び共同学習の実施、事前の準備、実施後の振り返りについて、年間指導計画に位置付け、

計画的・継続的に取り組む。 

・ 単発のイベントやその場限りの活動ではなく、継続的な取組として年間指導計画に位置付ける。 

 

４ 活動の実施 
 

・ 事前に、活動のねらいや内容等について生徒等の理解を深める。 

・ 障害について形式的に理解させる程度にとどまるものにならないよう、生徒等が主体的に取り組

む活動にする。 

・ 事後学習で振り返りを行うとともに、その後の日常の学校生活において、障害者理解に係る丁寧

な指導を継続する。 

 

５ 評価 
 

・ 活動後には、活動のねらいの達成状況、生徒等の意識や行動の変容を評価し、今後の取組に生

かす。 

・ 活動直後の状況だけではなく、その後の日常の生活における生徒等の変容をとらえる。 

 

 

 

参考：交流及び共同学習ガイド（文部科学省 平成 31年） 
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事 例 
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広島県立 

広島中央特別支援学校 
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広島県立 

広島特別支援学校 
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広島県立 

福山特別支援学校 
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広島県立 

広島西特別支援学校 
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広島西特別支援学校 第１回美化活動の報告 

広島西特別支援学校 児童生徒会  

児童生徒会執行部より 

G 広島西特支グラウンドでの活動の様子 交流会の様子 

6 月 20 日（金）、玖波中学校第 3 学年の生徒と美化活動を行いました。病棟の児童生徒は学校

と病棟をオンラインでつないで活動を見学しました。 

始めに玖波中学校の生徒が学級紹介と自己紹介をしてくれました。その後はグラウンドに出て、

「暑さに気を付けてね。」「部活動は何をやっているの？」など、楽しく交流をしながら草抜きを行

いました。また、本校の学校探検を行い、ロボット「temi」の操作体験をしたり、校舎を見学した

りして病弱の特別支援学校について知ってもらいました。 

玖波中学校の生徒とにぎやかに交流することができ、楽しい時間を過ごすことができました。 

G 広島西特支の学校案内の様子 

 

  

 

 

ロボット

「temi」を 

操作して 

もらいました。 

 

 

一緒に草抜きを

頑張りました。

病棟の児童生徒

ともオンライン

でつながり交流

しました。 

 
一緒に教室を回

り、学校を紹介

しました。 

 
演劇で学級紹介を 

してくれました。 
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広島県立 

庄原特別支援学校 
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広島県立 

広島北特別支援学校 
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広島県立加計高等学校芸北分校との交流及び共同学習（博報賞・文部科学大臣賞受賞） 

 

本校生徒が「芸北りんご」を栽培している芸北分校を訪問し、りんごの袋かけや収穫を、芸北分校

の生徒と取り組んでいます。また、芸北分校の生徒が本校を訪問し、「芸北りんご」を使用したマ

ドレーヌ「広北レーヌ」の製造を、本校生徒と取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

▶R7.6.7 芸北分校を訪問し、リンゴの袋掛けに取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

▶R7.10.3 芸北分校を訪問し、リンゴの収穫に取り組みました。 

 

 

 

 

 

 

▶R7.12 芸北分校生徒が来校し、交流しました。芸北リンゴを使った焼菓子を加工製造し、販売

しました。 
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広島県立 

沼隈特別支援学校 
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広島県立 

呉南特別支援学校 
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